
徳島県軟式野球連盟 規約 

 

第 １章  会  員 

 （会 員） 

第 １条 徳島県軟式野球連盟（以下「本連盟」という。）の会員は第２条の正会員と第

４条の名誉会員とする。 

（正会員） 

第 ２条 正会員は社会人チームとし、次の条件を具備しなければならない。 

社会人チームは職業野球技術者及び学生生徒（夜学生であって昼間一定の職業に 

従事する者を除く）を除く者をもって編成し、次のいずれかの１つに該当するも 

のをいう。 

（イ）職域チーム。官公庁、銀行、会社、商店、工場等で同一職場に勤務する者のみ 

によって編成するチーム。 

（ロ）地域チーム。各市、郡・町支部（以下、「各支部」という。）の地域内に居住ま 

たは、勤務を有する者のみによって編成するチーム。但し支部の事情によって、 

前期の範囲を超えない程度で制度規程をおく事は差支えない。 

（編 成） 

第 ３条 正会員としてのチームは、監督および主将を含めて３０名以内の競技者によっ 

て編成しなければならない。なお、監督、主将、コーチ、マネージャー、トレー 

ナー、スコアラーを登録しょうとするチームは、各１名以内３０名の範囲内で登 

録することができる。 

（名誉会員） 

 第 ４条 本連盟の目的ならびに事業を賛助する者をもって名誉会員とする。 

 

第 ２章  組  織 

 （支部組織） 

第 ５条 本連盟は各支部の地域内を単位として支部を設ける事が出来る。（但し支部結

成が不可能な場合は最寄りの支部に所属することができる。） 

（支部組織会員） 

第 ６条 各支部は当該地域内の会員をもって支部組織会員とする。 

（支部規程） 

第 ７条 各支部はこの規約に準拠し、別に定める支部規程に基づき支部規約を定めなけ 

ればならない。 

 

 

 

 



第 ３章  加盟および脱退 

 

（加 盟） 

第 ８条 第２条の正会員となるチームは本連盟の定める登録申込書（２通）を提出し、会 

費を納入することにより正会員となることができる。ただし、本連盟はその資格を審 

査しなければならない。 

（申 込） 

第 ９条 第４条の名誉会員として加盟する者は本連盟の定める申込書を提出しなければなら 

ない。 

（資 格） 

第１０条 第８条の登録申込書を受理した本連盟は直ちに会員名簿に登録し手続きを行はな 

ければならない。登録手続の完了とともに申込書は本連盟の正会員の資格を取得する。 

（届 出） 

第１１条 正会員はその登録事項に移動が生じたときは本連盟にその旨届出なければならな

い。 

（登録時期） 

第１２条 正会員の登録は毎年２月上旬より開始する。 

（脱 退） 

第１３条 正会員は前条に定める外、下記の事項の１つに該当するときはその資格を失う。 

１、第２条に定める条件を具備しなくて本連盟が不適格と認めたとき。 

２、自ら脱退の意思を表明したとき。 

３、定款第９条による除名の処置をとられたとき。 

 

第 ４章  理 事 会 

（理事会） 

第１４条 理事は理事会において選出する。理事は理事会を構成し次の事項を決議する。 

１、予算並びに決算審議 

２、役員の選出 

３、本連盟規約の改正 

４、その他重要なる事項 

（役員選出） 

第１５条 理事は互選に依り、理事長１名、常任理事若干名を選出する。 

（執 行） 

第１６条 会長は理事会を代表し、会務を執行する。理事長は会長・副会長に事故あると 

き、その職務を代行する。会長は緊急を要する事項で理事会にはかる暇がないと

きは、これを執行する事ができる。この場合には次の理事会の承認を得ることを

要する。常任理事は理事長を補佐する。常任理事は常任理事会を構成し、本連盟

の運営に当り重要事項について議決する。 



 

（監 事） 

第１７条 監事は理事会において選出する。年１回会計を監査する。理事にあって監事に 

選出された者は理事の資格を保有する。 

（役員の任期） 

第１８条 役員の任期は２年とし、毎年１２月末日までとして年度当初に招集する理事会 

で改選する。但し再任を妨げない。役員の任期が満了しても後任者が就任するま 

でその職務を代行する。 

 

第 ５章  会  議 

（会 議） 

第１９条 本連盟の会議は理事会及び常任理事会とする。 

（招 集） 

第２０条 理事会は毎年定期的に年初に会長が招集する。臨時理事会は必要に応じ会長が 

招集する。但し理事より開催請求があった場合、常任理事会の決定により招集し、

理事の半数以上の出席により開会する。 

（決 議） 

第２１条 理事会は、理事の半数以上出席しなければ開会することができない。理事会は 

議長を選出して出席理事の過半数にて決議する。可否同数の場合議長が決する。 

（常任理事会） 

第２２条 常任理事会は毎年１回定期に会長が招集する。但し理事長が必要に応じ招集 

することが出来る。 

（常任理事会決議） 

第２３条 常任理事会は常任理事の過半数の出席により開会する。常任理事会の議長は互 

選により選出し、出席者の過半数により議決する。可否同数の場合は議長が決す 

る。 

（理事会の決議の省略） 

第２４条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その 

    提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったも

のとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 

 

第 ６章  会  費 

 

（新 設）定款第７条を適用（会費規程の設置） 

（会員の会費） 

第２４条 会員は本連盟の定める会費を納入する。 



（納 付） 

第２５条 本連盟は前条の会費の中より別に定める金額を公益財団法人全日本軟式野球 

    連盟に納付する。 

（経 費） 

第２６条 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。 

１、会費 １、事業収入 １、寄附金 １、その他の収入 

（繰 越） 

第２７条 会計年度の終わりに剰余金があるときは翌年度に繰越する。 

 

（決算決議） 

第２８条 理事長は毎会計年度歳入出予算を編成するとともに決算書及び証拠書類を監

事の監査を受けた後に、理事会の承認決議を得なければならない。 

 

第 ７章  部会、部局、専門委員会 

 （専門部会） 

第２９条 本連盟の事業を遂行するため理事会が特に必要とするときは、部会、部局、各

種の専門委員会を置く事ができる。 

（諸会議） 

第３０条 部会、部局、専門委員会に関する規程は理事会が別に定める。 

 

第８章  事 務 局 

（事務局） 

第３１条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。 

（任 免） 

第３２条 事務局職員は理事長が任免する。事務局長は理事会の命を受け事務を処理する。 

 

第９章  規  律 

 （加入規制） 

第３３条 正会員たるチームはその構成員として他のチームに加入は出来ない。 

（出場制限） 

第３４条 正会員たるチーム及びその構成員は本連盟及び本部主催、後援または公認の野 

球大会でなければ出場することはできない。 

（規律遵守事項） 

第３５条 正会員たるチーム及びその構成員は本規約ならびに附属規程に違反すること 

はできない。 

（規律違反処分） 

第３６条 正会員たるチーム及びその構成員が第３３条から第３５条に違反したときは、

理事会において除名或いは大会の出場停止その他の処分をすることができる。 



 

第１０章  規約の変更 

（規約変更） 

第３７条 本連盟の規約は理事会において出席者の過半数以上の同意を得て変更するこ 

とができる。 

（細則定め） 

第３８条 本規約の施行について必要な事項の細目は理事会が別に定める。 

 

 

附属規程 

支部規約制定に関する規程 

（規程設置） 

附則第１条 規約第７条に基づき本規程を設ける。 

（上位規約遵守） 

附則第２条 各支部は支部規約制定に際し、本連盟規約の下記条項により、その内容を 

変更することなく取り入れなければならない。 

１、定款第２章 目的及び事業に関する条項 第３条、第４条 

１、定款第３章 会員及び社員に関する条項 第５条、第６条、第７条、第８条              

１、規約第３章 加盟および脱退に関する条項 第８条、第９条、第１０条、 

第１１条、第１２条、第１３条 

１、規約第９章 規律に関する条項 第３３条、第３４条、第３５条、第３６条 

 

令和３年１２月２５日改定 


